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（
国
土
交
通
委
員
会
）

国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
国
土
利
用
計
画
法
及
び
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
た
財
政
改
革
の
た
め
の
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及

び
合
理
化
等
に
伴
い
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
土
利
用
計
画
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

土
地
利
用
基
本
計
画
の
作
成
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
制
度
を
廃
止
す
る
。

二
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

都
市
再
生
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
に
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
追
加
す
る
。

２

市
町
村
は
、
都
市
の
再
生
に
必
要
な
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
土
地
の
区
域
に
お
い
て
、
都

市
再
生
基
本
方
針
等
に
基
づ
き
、
当
該
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
都
市
再
生
整
備
計
画
」
と
い

う

）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

３

市
町
村
は
、
交
付
金
を
充
て
て
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
の
実
施
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
実
施
す



- -2

る
事
業
等
に
要
す
る
費
用
の
一
部
の
負
担
を
含
む

）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
を
国
土
交

。

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
国
は
、
市
町
村
に
対
し
、
提
出
さ
れ
た
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ

く
事
業
等
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
公
共
公
益
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
基
礎
と
し
て
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

市
町
村
は
、
一
定
の
期
間
に
限
り
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
市
町
村
決
定
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
決
定

又
は
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
市
町
村
施
行
国
道
等
事
業
に
係
る
国
道
又

は
都
道
府
県
道
の
新
設
又
は
改
築
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

５

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
市
町
村
の
委
託
（
当
該
委
託
に
係
る
契
約
が
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

締
結
さ
れ
る
も
の
に
限
る

）
に
基
づ
き
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
及
び
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
促

。

進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
調
査
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
１
か
ら
４
ま
で
の
改
正
は
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
二
の
５
の
改
正
は
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


